
     

平成１７年８月９日 

各   位 

                会 社 名  株式会社日清製粉グループ本社 

                代表者名  取締役社長   長谷川 浩嗣 

                    （コード番号：２００２ 東証・大証１部） 

                問合わせ先 総務本部広報グループ長 稲垣 泉 

                     （ＴＥＬ ０３－５２８２－６６５１） 

 

ストックオプション（新株予約権）の割当に関するお知らせ 

 
 当社は平成１７年６月２８日開催の当社第１６１回定時株主総会において、商法第 
２８０条ノ２０及び第２８０条ノ２１に基づき決議いたしましたストックオプション

として発行する新株予約権につきまして、本日開催の取締役会において下記のとおり具

体的な条件を決定いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１.新株予約権の発行日 平成１７年８月１７日 
２.発行する新株予約権の総

数 
２３５個（新株予約権の１個当たりの目的となる株式数 

１,０００株） 
３．新株予約権の目的となる

株式の種類及び数 
当社普通株式２３５,０００株 

４.新株予約権の発行価額 無償 
５.新株予約権の行使に際し

て払込みをすべき金額 
平成１７年８月１７日に確定する。 

６.新株予約権の行使によ

り発行又は移転される

株式の総額 

平成１７年８月１７日に確定する。 

７.新株予約権を行使するこ

とができる期間 
平成１９年７月２１日から平成２４年７月２０日までとする。 

８．新株予約権の行使によ

り新株を発行する場合

の新株の発行価額中資

本に組み入れない額 

１株当たりの発行価額に０．５を乗じた価額（１円未満の額は

１円単位に切捨て）。 

９．新株予約権の割当対象者 

 

 
 

当社の取締役及び執行役員並びに当社の連結子法人等（上場会

社とその子法人等及び海外の子法人等を除く。）の取締役の一

部。合計４５名。 

（注）なお、当社は平成１７年５月１２日の取締役会において同年９月３０日を基準日、

１１月１８日を効力発生日として、１株につき１．１株の割合をもって株式分割を

行うことを決議しており、この株式分割に伴い上記新株予約権の目的となる株式の

数等について所要の調整を行うものとします。 
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（ご参考） 
（１）定時株主総会付議のための取締役会決議日  平成１７年５月１２日 
（２）第１６１回定時株主総会の決議日      平成１７年６月２８日 
 
  

以 上 
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